
裁判・審判

更生保護の犯罪被害者等施策の概要

① 意見等
聴取

更生保護法に基づき，地方更生保護委員会が，加害者の
仮釈放等審理において，犯罪被害者等の方々から，仮釈放
等に関する意見等を聴取

② 心情等
伝達

更生保護法に基づき，保護観察所が，ⅰ犯罪被害者等の
方々から被害に関する心情等を聴取し，ⅱこれを保護観察中
の加害者に伝達

③ 被害者
等通知

３局長通達に基づき，地方更生保護委員会・保護観察所
が，加害者の仮釈放等審理・保護観察の状況等に関する情
報を，犯罪被害者等の方々に通知

④ 相談
・支援

保護局長通達に基づき，保護観察所が，犯罪被害者等の
方々からの相談に応じ，関係機関の紹介等を実施

矯正施設収容 保護観察

① ②
※仮釈放等審理中

③

犯罪被害者等基本計画（平成17年12月閣議決定）に基づき，平成19年12月１日から開始

④

③
保護観察所（全国50庁）

※専従の被害者担当官及び被害者担当保護司を配置
(1) 被害者担当官 ７９名
(2) 被害者担当保護司 １０７名（31年4/1現在）

地方更生
保護委員会
（全国８庁）

①意見等聴取 ②心情等伝達 ③被害者等通知 ④相談・支援
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